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「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」の改定概要

現行のガイドラインでの記載内容

事例紹介

事例の掲載により、好事例を各道路管理
者に周知し、バリアフリー対策の普及を
図っている。

改定したガイドラインでの記載内容

踏切道での視覚障害者の誘導について、以下の整備内容を明確に規定

①踏切手前部に視覚障害者誘導用ブロックを設置

②視覚障害者が踏切の外にいると誤認することを回避するため、踏切内に
表面に凹凸のついた誘導表示等を設置

（積極的な整備を求める内容）

（さらに高い水準として望ましい整備内容）

誘導用ブロック等の設置図を追加 事例の追加

奈良県大和郡山市の事例

（踏切手前への視覚障害者誘導用ブロック、
踏切内への誘導表示を設置した事例）

（歩車分離されていない道路での
誘導用ブロック等の設置事例）

〇令和４年４月の奈良県大和郡山市の踏切での事故を受けて令和４年６月９日に道路の移動等円化
に関するガイドラインを改定
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踏切道における視覚障害者誘導対策の現状①
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兵庫県伊丹市 新伊丹踏切
対策事例

〇令和4年4月に発生した事故を受けて、奈良県大和郡山市において、踏切道での視覚障害者誘導
対策を実施（改定したガイドラインで事例として紹介）

〇ガイドライン改定後、兵庫県伊丹市で新たに対策を実施

特定道路の指定なし

視覚障害者団体等の意見を踏まえ、構造
を決定

奈良県大和郡山市郡山第２号踏切
対策事例

特定道路の指定なし

歩道が設置されていない踏切道に設置

視覚障害者団体等の意見を踏まえ、構造
を決定 ＜施工前＞ ＜施工後＞

＜施工前＞ ＜施工後＞



直轄国道上の踏切道における視覚障害者誘導対策の現状
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〇直轄国道において特定道路に指定され、踏切道を有する道路は全国で８箇所存在

○視覚障害者誘導対策の実施に向けて障害者団体を含む関係者と調整中

③南馬場踏切
（奈良県香芝市）

④二上第９号踏切
（奈良県香芝市）

⑦千舟町第３踏切
（愛媛県松山市）

⑧藤原町踏切
（愛媛県松山市）

⑤福田町第四踏切
（香川県高松市）

⑦千舟町第３踏切
（愛媛県松山市）

①久保沢第一踏切
（神奈川県相模原市）

②久保沢第二踏切
（神奈川県相模原市）

⑥塩上町踏切
（香川県高松市）

①久保沢第一踏切
（神奈川県相模原市）

出典：「国土地理院」（https://maps.gsi.go.jp）
を加工

国道16号
（関東地方整備局）

横浜線
（東日本旅客鉄道）

国道16号
（関東地方整備局）

横浜線
（東日本旅客鉄道）

国道165号
（近畿地方整備局）

和歌山線
（西日本旅客鉄道）

国道165号
（近畿地方整備局）

大阪線
（近畿日本鉄道）

国道11号
（四国地方整備局）

琴平線
（高松琴平電気鉄道）

国道11号
（四国地方整備局）

志度線
（高松琴平電気鉄道）

国道56号
（四国地方整備局）

高浜線
（伊予鉄道）

国道56号
（四国地方整備局）

郡中線
（伊予鉄道）
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対策内容の決定

対策実施

令和４年１２月上旬
まで

令和４年１２月まで

原則、
令和５年３月まで

※関係機関の状況や使用材料の材質によっては、対策実施時期が令和５年４月以降となる場合あり

（必要に応じて協定等締結）

※団体の皆さんからの意見を可能な限り反映

直轄国道上の踏切道における視覚障害者誘導対策の現状

関係機関調整

・鉄道事業者

・警察

・地域の視覚障害者団体

・市町村（福祉部局）

・地方運輸局

・地方整備局

※踏切道改良協議会などの場を活用

＜体験会等＞

・構造案などを事業者から提案

・団体の皆さんに可能な限り体験等して頂いた上で、
団体の皆さんから意見を聴取

・その他の機関とは、管理方法等を調整



【参考】 改定前のガイドラインで掲載していた事例
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大阪府豊中市 服部踏切
対策事例

〇令和4年3月に策定したガイドラインにおいて、踏切道の安全対策を行った好事例を掲載し、視覚障
害者誘導対策の普及を図ってきたところ。

特定道路の指定あり

視覚障害者用誘導標示として試験設置を
実施（H22.11）

視覚障害者の現地評価を受け、設置位置
を線路側に移設する本設置を実施
（H23.12）

大阪府泉南市 樽井５号踏切
対策事例

特定道路の指定なし

踏切道の拡幅工事完了後、鉄道事業者等との協議を経て、
踏切の前後区間に連続して敷設（H26.3）

表面に凹凸のついた誘導表示等を踏切内に設置し、踏切
前後の視覚障害者誘導用ブロックから連続的に進行方向
を案内し、視覚障害者が車道や線路に誤って進入するこ
とを防止。

＜踏切内において視覚障害者の進行方向を
案内している事例＞

＜試験設置時＞ ＜本設置時＞


